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１．医師養成数
来年度 お 去最大 学部定員 を上 る程度を 指すべき

安心と希望の医療確保ビジョン｣具体化検討会（平成20年９月中間まとめ）

・来年度においては、過去最大の医学部定員(8,360人)を上回る程度を目指すべき。
・将来的には50％程度医師養成数の増加を目指すべき。必要な医師数を推計し直すべき。

２ 医師の偏在と教育２．医師の偏在と教育
・医師が魅力あると思うようなインセンティブが重要。ドクターフィーの検討が必要。
・専門医としての総合医・家庭医の養成等が必要。
・産科、救急、へき地などで勤務する医師等に対して手当を支給し、働きを評価すべき。産科、救急、 き地などで勤務する医師等に対して手当を支給し、働きを評価す き。
・臨床研修制度のあり方について、対策の具体化を図るべき。

３．コメディカル等の専門性の発揮とチーム医療
コメディカルのキャリアアップ その職種でなくても行いうる業務を他職種に担わせるべき・コメディカルのキャリアアップ、その職種でなくても行いうる業務を他職種に担わせるべき。

４．地域医療・救急医療体制支援
・在宅医療・在宅医の専門性の評価や 訪問看護のあり方を検討すべき・在宅医療・在宅医の専門性の評価や、訪問看護のあり方を検討すべき。
・数多く救急患者を受入れた医療機関・医師を評価すること、福祉関係機関とも協力して受
け止められる体制が必要。

５．患者・住民の参画
・必要な人が必要な医療を受けられるよう、住民とともに地域医療を守ること等が重要。


